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素案（新） 素々案（旧） 変更理由 

第１章 総則

１ 趣旨 

このガイドラインは、長野市放課後子ども総合プラン事業（以下、「事業」とい

います。）における運営の手引きとなるよう、基本的事項等についての指針を示す

ものです。 

２ 事業目的 

  事業は、小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童に対し、放課後

等に、安全で安心な遊びの場及び生活の場において多様な体験活動、交流等の機

会を提供することにより、児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図ることを

目的とします。 

３ 基本的な配慮事項 

○ 人権への配慮 

事業者（市長からの委託を受けて事業を運営する者をいいます。）は、児童及

びその家族の人権に十分配慮し、一人一人の人格を尊重しなければなりません。

  ○ 差別的な取扱いの禁止 

事業者は、児童及びその家族の国籍、信条等によって、差別的な取扱いをして

はなりません。 

  ○ 虐待等の禁止 

事業者の職員は、児童虐待等、児童の心身に有害な影響を与える行為をして

はなりません。 

○ 秘密保持等 

事業者の職員は、児童及びその家族の個人情報を適切に取扱うとともに、正

当な理由がなく、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退い

た後も、また、同様とします。 

   事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た児童及びそ

の家族の個人情報及び秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけれ

ばなりません。 

第２章 基本的事項及び管理運営

１ 対象児童 

市内に居住し、かつ、小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童の

うち、次のいずれかに該当する児童とします。 

○ 労働等の理由により保護者が昼間家庭にいない児童 

○ 病気、出産、家族の介護等の理由により、保護者による当該児童の保護が困

難と認められる児童 

○ 事業の利用を希望する児童で市長が利用を承認した児童 

２ 運営の責任者 

事業者は、事業を実施する場所（以下、「実施場所」といいます。）ごとに運営の

責任者を置き、運営の責任者は、当該実施場所における事業を統括します。 

なお、小学校の通学区域に複数の実施場所がある場合は、１人の者がそれらの

第１章 総則 

１ 趣旨 

このガイドラインは、長野市放課後子ども総合プラン事業（以下、「事業」とい

います。）の安定性及び継続性を確保するため、運営内容等の水準を明確にし、

事業運営の基本的な考え方及び運営方針の決定に関する統一的なプロセスを示す

ものです。 

２ 事業目的 

  事業は、小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童に対し、放課後

等に、安全で安心な遊びの場及び生活の場において多様な体験活動、交流等の機

会を提供することにより、児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図ることを

目的とします。 

３ 基本的な配慮事項 

○ 人権への配慮 

事業者は、児童及びその家族の人権に十分配慮し、一人一人の人格を尊重し

なければなりません。 

  ○ 差別的な取扱いの禁止 

事業者は、児童及びその家族の国籍、信条等によって、差別的な取扱いをして

はなりません。 

  ○ 虐待等の禁止 

事業者の職員は、児童虐待等、児童の心身に有害な影響を与える行為をして

はなりません。 

○ 秘密保持等 

   事業者の職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た児童及びその家族の秘

密を漏らしてはなりません。 

   また、事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た児童

及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなり

ません。 

第２章 基本的事項及び管理運営

１ 対象児童 

市内に居住し、かつ、小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童の

うち、次のいずれかに該当する児童とします。 

○ 労働等の理由により保護者が昼間家庭にいない児童 

○ 病気、出産、家族の介護等の理由により、保護者による当該児童の保護が困

難と認められる児童 

○ 事業の利用を希望する児童で市長が利用を承認した児童 

２ 運営の責任者 

事業者は、事業を実施する場所（以下、「実施場所」といいます。）ごとに運営の

責任者を置きます。なお、小学校の通学区域に複数の実施場所がある場合は、１人

の者がそれらの実施場所の運営の責任者を兼ねることができます。 

○印は、第２回推進委員会で協議済み 

●印は、第３回推進委員会で協議 

●ガイドラインの趣旨を簡潔に記載すること

とします。 

○事業者は、市長から委託を受けて事業を運営

する者であることを明確にします。 

○児童及びその家族の個人情報を適切に取扱

うこととします。また、職員の守秘義務を地

方公務員法と同様の内容とします。 

○運営の責任者の役割を明確にします。 

第３回長野市放課後子ども総合プラン推進委員会
平成 29 年 11 月 10 日 こども政策課資料１－２
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実施場所の運営の責任者を兼ねることができます。 

３ 運営委員会 

各小学校の通学区域に運営委員会を置きます。 

運営委員会は、地域の実情に応じて、各小学校の通学区域における事業の運営

に係る方針を定めます。 

運営委員会の委員の選定に当たっては、次代を担う児童を地域全体で育成する

ため、地域の代表者、学校関係者、ＰＴＡ関係者、社会教育関係者、学識経験者等

の参画を得るように努めます。 

その他、運営委員会に関して必要な事項は、事業者が定めるものとします。 

４ 実施日 

事業を実施する日は、１年につき 250 日以上とし、日曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日以外の日とし

ます。 

ただし、感染症及び食中毒が発生した場合並びに災害等で施設が運営できない

状況になった場合等には、速やかに市に報告し、実施しない場合には保護者への

連絡等を行うものとします。 

５ 実施時間 

事業を実施する時間は、登校日にあっては下校時間から午後６時まで、登校日

以外の日にあっては午前８時 30 分から午後６時までとします。ただし、実施時間

を変更する場合は、市は運営委員会の意見を聞き、地域の実情を踏まえて決定す

るものとします。 

６ 実施時間の延長 

実施時間は延長することができます。実施時間の延長については、次の手順に

より決定するものとします。 

 ① 事業者は、実施時間の延長に関する保護者の意向を把握するために、毎年、実

施場所ごとにアンケート調査を実施します。 

② 事業者は、運営委員会に実施時間の延長についての検討を依頼します。その

際には、アンケート調査の結果及び職員の確保の見込み等を示すものとします。

 ③ 運営委員会は、アンケート調査の結果及び地域の実情等を踏まえて実施時間

の延長について検討し、その方針を市に報告します。 

 ④ 市は、運営委員会の方針を尊重して実施時間の延長について決定するものと

します。 

７ 運営規程 

事業者は、実施場所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておくも

のとします。 

○ 事業の目的及び運営の方針 

○ 職員の職種、員数及び職務の内容 

○ 開所している日及び時間 

○ 支援の内容及び当該支援の提供につき保護者が支払うべき金額 

○ 利用定員 

○ 通常の事業の実施地域 

○ 事業の利用に当たっての留意事項 

○ 緊急時等における対応方法 

○ 非常災害対策 

３ 運営委員会 

各小学校の通学区域に運営委員会を置きます。 

運営委員会は、地域の実情に応じて、各小学校の通学区域における事業の運営

に係る方針を定めます。 

運営委員会の委員の選定に当たっては、次代を担う児童を地域全体で育成する

ため、地域の代表者、学校関係者、ＰＴＡ関係者、社会教育関係者、学識経験者等

の参画を得るように努めます。 

その他、運営委員会に関して必要な事項は、事業者が定めるものとします。 

４ 実施日 

事業を実施する日は、１年につき 250 日以上とし、日曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日以外の日とし

ます。 

ただし、重要な感染症が発生した場合、災害等で施設が運営できない状況にな

った場合等には、実施しないものとします。 

５ 実施時間 

事業を実施する時間は、登校日にあっては下校時間から午後６時までとします。

登校日以外の日にあっては午前８時 30 分から午後６時までを原則に、運営委員会

で方針を定めることとします。 

６ 実施時間の延長 

実施時間は延長することができます。実施時間を延長する場合及び実施時間を

延長する場合の延長時間は、次の手順により決定するものとします。 

 ① 事業者は、実施時間の延長に関する保護者の意向を把握するために、実施場

所ごとにアンケート調査を実施します。 

② 事業者は、運営委員会に実施時間の延長についての検討を依頼します。その

際には、アンケート調査の結果及び職員の確保の見込み等を提示するものとし

ます。 

 ③ 運営委員会は、地域の実情を踏まえて、提示されたアンケート調査の結果等

を踏まえて実施時間の延長について検討し、その方針を毎年、市に報告します。

 ④ 市は、運営委員会の方針を尊重して実施時間の延長を決定するものとします。

７ 運営規程 

事業者は、実施場所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておくも

のとします。 

○ 事業の目的及び運営の方針 

○ 職員の職種、員数及び職務の内容 

○ 開所している日及び時間 

○ 支援の内容及び当該支援の提供につき保護者が支払うべき金額 

○ 利用定員 

○ 通常の事業の実施地域 

○ 事業の利用に当たっての留意事項 

○ 緊急時等における対応方法 

○ 非常災害対策 

●感染症、食中毒及び災害発生時には速やかに

市に報告することとし、実施しない場合には

保護者への連絡等を行うものとします。 

●実施時間を変更する場合、市は運営委員会の

意見を聞き、地域の実情を踏まえて決定する

ものとします。 

●文言を整理します。 
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○ 虐待の防止のための措置に関する事項 

○ その他事業の運営に関する重要事項 

８ 帳簿 

事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備

しておくものとします。これらの帳簿の保存期間は５年とします。 

９ 職員の知識及び技能の向上等 

事業者の職員は、常に自己研さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要

な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めるものとします。また、職員間で必要

な知識及び技能の共有を図るものとします。 

事業者は、職員に対し、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の

習得、維持及び向上のための研修の機会を確保しなければなりません。また、研修

の実施に当たっては市と連携を図るものとします。 

10 自己評価 

事業者は、運営内容の向上のため、実施場所ごとに提供する支援の内容等につ

いて自己評価を行い、その公表に努めるものとします。 

11 苦情への対応 

利用者の家庭状況や就労状況などは様々であり、実施場所には多様なニーズを

持った利用者が集まります。このため、ある利用者にとっては満足である内容が、

ある利用者にとっては不満である場合があります。 

苦情に対しては利用者の立場に立って誠意ある解決を図り、事業に対する満足

感を高めていくことが必要です。 

苦情を受けた場合は、次の事項に留意して、速やかに対応します。 

○ 苦情の申出人の話をよく聞き、対応の仕方を考えて処理に当たります。そ

の際には、他の保護者や児童など全体のことを考慮して対応します。 

○ 苦情の申出人に対しては、丁寧な説明や対応を心掛けます。 

○ 遊具や玩具、施設の不備や危険性が指摘された場合は、必要な補修等を行

います。 

第３章 育成支援 

１ 育成支援の基本 

事業者は、児童の自主性、社会性及び創造性の向上並びに健全な育成を図るた

め、遊び及び生活の支援並びに多様な体験活動、交流等の機会の提供（以下、「育

成支援」といいます。）を行います。 

事業者は、児童の最善の利益を考慮し、保護者と連携して育成支援を推進する

よう努めます。 

事業者は、児童が安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安

全面に配慮しながら児童が自ら危険を回避できるようにしていくとともに、児童

の発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるように努めます。 

２ 育成支援の内容 

実施場所は、年齢や発達の状況が異なる多様な児童達が一緒に過ごす場である

ため、放課後児童支援員及び補助員（以下、「放課後児童支援員等」といいます。）

は、それぞれの児童の発達の特徴や児童同士の関係を捉えながら適切に関わり、

○ 虐待の防止のための措置に関する事項 

○ その他事業の運営に関する重要事項 

８ 帳簿 

事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備

しておくものとします。これらの帳簿の保存期間は５年とします。 

９ 職員の知識及び技能の向上等 

事業者の職員は、常に自己研さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要

な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めるものとします。 

事業者は、職員に対し、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の

習得、維持及び向上のための研修の機会を確保しなければなりません。 

10 自己評価 

事業者は、運営内容の向上のため、事業実施場所ごとに提供する支援の内容に

ついて自己評価を行い、その公表に努めるものとします。 

11 苦情への対応 

利用者の家庭状況や就労状況などは様々であり、実施場所には多様なニーズを

持った利用者が集まります。このため、ある利用者にとっては満足である内容が、

ある利用者にとっては不満である場合があります。 

苦情に対しては利用者の立場に立って誠意ある解決を図り、事業に対する満足

感を高めていくことが必要です。 

苦情を受けた場合は、次の事項に留意して、迅速に対応します。 

○ 苦情の申出人の話をよく聞き、対応の仕方を考えて処理に当たります。そ

の際には、他の保護者や児童など全体のことを考慮して対応します。 

○ 苦情の申出人に対しては、丁寧な説明や対応を心掛けます。 

○ 遊具や玩具、施設の不備や危険性が指摘された場合は、速やかに対処しま

す。 

第３章 育成支援 

１ 育成支援の基本 

事業者は、児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図るため、多様な体験活

動、交流等の機会の提供を通じて、児童の健全な育成並びに遊び及び生活の支援

（以下、「育成支援」といいます。）を行います。 

事業者は、児童の最善の利益を考慮し、保護者と連携して育成支援を推進する

よう努めます。 

事業者は、児童が安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安

全面に配慮しながら児童が自ら危険を回避できるようにしていくとともに、児童

の発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるように努めます。 

２ 育成支援の内容 

実施場所は、年齢や発達の状況が異なる多様な児童達が一緒に過ごす場である

ため、放課後児童支援員及び補助員（以下、「放課後児童支援員等」といいます。）

は、それぞれの児童の発達の特徴や児童同士の関係を捉えながら適切に関わり、

○職員間で必要な知識及び技能の共有を図る

ものとします。 

●職員研修の役割は重要であるため、研修の実

施に当たっては市と連携を図るものとしま

す。 

●文言を整理します。 

●文言を整理します。 

●不備や危険性が指摘された場合の対応につ

いて記載します。 

●文言を整理します。 
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児童が安心して過ごせるようにし、児童一人一人と集団全体の生活を豊かにする

ことが求められます。 

児童の発達や養育環境の状況等を把握し、児童が発達面や養育環境等で支援を

必要としている場合には、その支援を適切に行います。 

児童にとって実施場所が安心して過ごせる生活の場であり、放課後児童支援員

等が信頼できる存在であることを前提として、実施場所における育成支援には、

次に掲げる事項を行います。 

○ 児童の出欠席と心身の状態を把握して、適切に支援します。 

○ 実施場所での生活を通して、日常生活に必要となる基本的な生活習慣を習

得できるようにします。 

  ○ 児童が発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにします。 

○ 児童が自分の気持ちや意見を表現することができるように支援し、実施場

所の生活に主体的に関わることができるようにします。 

○ 児童が安全に安心して過ごすことができるように環境を整備するととも

に、緊急時に適切な対応ができるようにします。 

○ 実施場所での児童の様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携します。 

３ 児童の健康管理 

実施場所では、次に掲げる事項に留意して、児童の健康管理に努めます。 

○ 児童の健康状況を観察し、健康を管理します。 

○ 病気及びけがの場合には、保護者と連絡を取り、迎えに来てもらったり、医療

機関につなげたりするなど、児童が安心して回復に向かうことができるよう配

慮します。 

○ 児童のけがなどに備えて、救急用品を常備しておきます。 

○ 児童の体調の急変その他の緊急事態に速やかに対応するため、地域の医療機

関と連携協力できるよう努めます。 

４ おやつの提供 

 ○ おやつの役割 

   児童にとっておやつは、栄養補給としての役割のほかに、気分転換をし、遊び

や活動のもとになる活力を充実させる働きがあることから、おやつの提供は望

ましいものです。 

 ○ おやつの提供に関する留意点 

   おやつの費用は保護者負担となるため、保護者の意向を踏まえたうえ、おや

つの提供について決定する必要があります。 

 ○ おやつの提供の決定 

実施場所でのおやつの提供については、次の手順により決定するものとしま

す。 

  ① 事業者は、おやつの提供に関する保護者の意向を把握するために、毎年、実

施場所ごとにアンケート調査を実施します。 

② 事業者は、運営委員会に、おやつの提供について検討を依頼します。その際

には、アンケート調査の結果を示すものとします。 

 ③ 運営委員会は、アンケート調査の結果及び地域の実情等を踏まえて、おや

つの提供について検討し、その方針を事業者に報告します。 

 ④ 事業者は、運営委員会の方針を尊重しておやつの提供について決定するも

のとします。 

児童が安心して過ごせるようにし、児童一人一人と集団全体の生活を豊かにする

ことが求められます。 

児童の発達や養育環境の状況等を把握し、児童が発達面や養育環境等で支援を

必要としている場合には、その支援を適切に行います。 

児童にとって実施場所が安心して過ごせる生活の場であり、放課後児童支援員

等が信頼できる存在であることを前提として、実施場所における育成支援には、

次に掲げる事項を行います。 

○ 児童の出欠席と心身の状態を把握して、適切に支援します。 

○ 実施場所での生活を通して、日常生活に必要となる基本的な生活習慣を習

得できるようにします。 

  ○ 児童が発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにします。 

○ 児童が自分の気持ちや意見を表現することができるように支援し、実施場

所の生活に主体的に関わることができるようにします。 

○ おやつを提供する場合には安全かつ適切に提供します。 

○ 児童が安全に安心して過ごすことができるように環境を整備するととも

に、緊急時に適切な対応ができるようにします。 

○ 実施場所での児童の様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携します。 

３ 児童の健康管理 

○ 職員は児童の健康状況を観察し、健康を管理します。 

○ 職員は児童が普段と異なる様子などに注意し、児童の具合が悪いと考えられ

るときは、保護者と連絡を取り、迎えに来てもらうなど、児童が安心して回復に

向かうことができるよう配慮します。 

○ 児童のけがなどに備えて、必要な衛生用品（体温計、ガーゼ、包帯等）を常備

しておきます。 

○ 児童の体調の急変その他の緊急事態に速やかに対応するため、近隣の医療機

関と医療に関する連携協力体制を構築するよう努めます。 

４ おやつの提供 

 ○ おやつの役割 

   児童にとっておやつは、栄養補給としての役割のほかに、気分転換をし、遊び

や活動のもとになる活力を充実させる働きがあります。 

 ○ おやつの提供に関する留意点 

   おやつの費用は保護者負担となるため、保護者の意向を把握したうえ、おや

つの提供の可否及びおやつを提供する場合のおやつの量（以下、「おやつの提供

等」といいます。）を決定する必要があります。 

 ○ おやつの提供等の決定 

実施場所でのおやつの提供等については、次の手順により決定するものとし

ます。 

  ① 事業者は、おやつの提供等に関する保護者の意向を把握するために、実施

場所ごとにアンケート調査を実施します。 

② 事業者は、実施場所のある小学校の通学区域の運営委員会に、おやつの提

供等について検討を依頼します。その際には、アンケート調査の結果等を提

示するものとします。 

 ③ 運営委員会は、提示されたアンケート調査の結果等及び地域の実情を踏ま

えて、おやつの提供等について検討し、その方針を毎年、事業者に報告しま

す。 

 ④ 事業者は、運営委員会の方針を尊重しておやつの提供等を決定するものと

します。 

●おやつの提供については「４ おやつの提

供」で記載するため削除します。 

●児童の健康管理は実施場所における対応で

あることを明確にします。 

●児童の具合が悪い状態を明確にし、病気・け

がの場合の対応として、医療機関につなげる

ことを加えます。 

●「衛生用品」を「救急用品」に改めます。 

●文言を整理します。 

○おやつは児童にとって良い働きがあること

から「提供は望ましいもの」とします。 

●「おやつの量」は「おやつを提供する場合の

留意点」において記載するため削除し、文言

を整理します。 



長野市放課後子ども総合プラン事業ガイドライン 素案／素々案対照表 

- 5 - 

○ おやつを提供する場合の留意点 

おやつを提供する場合には、児童の来所時間や帰宅時間、夕食の時間、遊びや

生活の流れ、児童の状態を考慮して、おやつを提供する時間や内容、量等を決定

するとともに、料金設定の理由を明確にします。 

また、食中毒の発生並びに児童の命に係わる可能性のある食物アレルギー及

び窒息事故を防止することにより、安全に提供します。 

５ 障害のある児童への対応 

○ 障害のある児童の受入れの考え方 

児童同士が生活を通して共に成長できるよう、障害のある児童も実施場所を

利用する機会が確保されるための適切な配慮及び環境の整備を行い、学校と連

携を図り、受入れに努めます。 

受入れの判断は、児童や保護者と面談の機会を持つなどして、児童の健康状

態、発達の状況、家族の状況、保護者の意向等を個別に把握し、児童及び保護者

の立場に立って適切に行います。 

○ 障害のある児童の育成支援に当たっての留意点 

障害のある児童が、他の児童たちと生活を通して共に成長できるように育成

支援を行います。 

障害のある児童の育成支援については、個々の状況に応じて、関係機関及び

専門家と連携を図ります。 

○ 放課後児童支援員等の加配 

障害のある児童の育成支援が適切に図られるように、個々の児童の状況に応

じて放課後児童支援員等の配置等を工夫します。また、運営の責任者及び小学

校長の意見を踏まえ、個別な支援が必要な児童に寄り添って支援できるように

放課後児童支援員等を加配します。 

６ 児童虐待が疑われる場合の対応 

児童の身体的あるいは精神的な状態を常に注意深く観察し、児童虐待が疑われ

る場合には、放課後児童支援員等は各自の判断だけで対応することなく、事業者

と協議の上で、市又は児童相談所に速やかに通告し、関係機関と連携して適切な

対応を図ります。 

７ いじめ等の防止 

運営の責任者及び放課後児童支援員等は、児童間でいじめ等の関係が生じない

ように配慮し、いじめ等の問題が生じたときには速やかに学校に連絡し、保護者、

学校、関係機関と連携して適切に対応します。 

第４章 多様な体験活動、交流等の機会の提供 

１ 多様な体験活動、交流等の機会の提供 

小学校就学後の学童期は、生きる力を育むとともに、調和のとれた発達を図る

ための重要な時期であり、自立意識や他者理解等の社会性の発達、心身の成長が

著しい時期です。 

実施場所では、児童に遊びやレクリエーションを含む多様な体験活動、交流等

の機会を提供し、放課後等における児童の健全な育成に配慮します。 

２ コーディネーター 

  事業者は、各小学校の通学区域にコーディネーターを置きます。コーディネー

 ○ おやつを提供する場合の留意点 

おやつを提供する場合には、児童の来所時間や帰宅時間、夕食の時間、遊びや

生活の流れ、児童の状態を考慮し、おやつを提供する時間や内容、量等を考慮す

る必要があります。 

また、食物アレルギーや窒息事故は、児童の命に係わる事故を起こす可能性

もあるため、これらの防止に努めなければなりません。 

５ 障害のある児童への対応 

○ 障害のある児童の受入れの考え方 

児童同士が生活を通して共に成長できるよう、障害のある児童も実施場所を

利用する機会が確保されるための適切な配慮及び環境の整備を行い、学校と連

携して可能な限り受入れに努めます。 

受入れに当たっては、児童や保護者と面談の機会を持つなどして、児童の健

康状態、発達の状況、家族の状況、保護者の意向等を個別に把握します。 

○ 障害のある児童の育成支援に当たっての留意点 

障害のある児童が、他の児童たちと生活を通して共に成長できるように育成

支援を行います。 

障害のある児童一人一人について、その状況や育成支援の内容について、関

係機関と連携を図ります。 

○ 職員の加配 

障害のある児童の育成支援が適切に図られるように、個々の児童の状況に応

じて職員の配置等を工夫します。 

運営の責任者及び小学校長の意見を踏まえ、個別な支援が必要な児童に寄り

添って支援できるよう職員の勤務時間を加配することができます。 

６ 児童虐待が疑われる場合の対応 

児童の身体的あるいは精神的な状態を常に注意深く観察し、児童虐待が疑われ

る場合には、放課後児童支援員等は各自の判断だけで対応することは避け、事業

者と協議の上で、市又は児童相談所に速やかに通告し、関係機関と連携して適切

な対応を図ります。 

７ いじめ等の防止 

運営の責任者及び放課後児童支援員等は、児童間でいじめ等の関係が生じない

ように配慮し、いじめ等の問題が生じたときには早期に対応し、保護者、学校、関

係機関とともに適切に対応します。 

第４章 多様な体験活動、交流等の機会の提供 

１ 多様な体験活動、交流等の機会の提供 

小学校就学後の学童期は、生きる力を育むとともに、調和のとれた発達を図る

ための重要な時期であり、自立意識や他者理解等の社会性の発達、心身の成長が

著しい時期です。 

実施場所では、児童に遊びやレクリエーションを含む多様な体験活動、交流等

の機会を提供し、放課後等における児童の健全な育成に配慮します。 

２ コーディネーター 

  事業者は、各小学校の通学区域にコーディネーターを置きます。コーディネー

○おやつを提供する場合は、料金設定の理由を

明確にすることとします。 

●食中毒の発生にも留意し、安全に提供するこ

ととします。 

○あいまいな表現である「可能な限り」を削り

ます。 

○児童の受入は、児童及び保護者の立場に立っ

て適切に判断することとします。 

○育成支援に当たっては、専門家とも連携を図

ることとします。 

●「職員」を「放課後児童支援員等」に改めま

す。 

●文言を整理します。 

●いじめ等の問題が発生したときの対応を明

確にします。 
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ターは、次に掲げる役割を担います。 

○ 児童に多様な体験活動及び交流の機会を定期的かつ継続的に提供し、児童

の自主性、社会性及び創造性の向上を図ります。 

○ 小学校区の通学区域内における事業の円滑な実施を図るため、運営の責任

者及び放課後児童支援員等、学校関係者、住民自治協議会、地域組織（母親ク

ラブ等）、地域住民、保護者等との総合的な調整を行います。 

○ 児童に多様な体験活動及び交流の機会を提供するに当たり、必要に応じて、

アドバイザー（実施場所等における児童の遊び及び学習、スポーツ、文化活動

等を支援する者として市長が登録した者）に支援を要請します。 

○ 地域社会全体で児童を見守り育む機運を高めるため、地域ボランティアの

掘り起しを行います。 

３ 活動に際しての留意点 

  多様な体験活動、交流等の機会の提供に当たっては、次の事項に留意します。

  ○ 活動の内容は、特定のものに偏ることのないよう配慮し、できるかぎり児

童の要望を反映したものとします。 

  ○ アドバイザー及び地域ボランティアの活用に努めます。 

  ○ 実施場所ごとの活動の提供は、目安として週１回程度（年間 35 回程度）以

上とします。 

第５章 安全管理 

１ 衛生管理 

実施場所では、次に掲げる事項に留意して、実施場所を衛生的に管理し、感染症

の予防に努めます。 

  ○ 児童の手洗いやうがいを励行するなど、日常の衛生管理に努めます。 

○ 実施場所に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理

を適正に行い、適正に使用します。 

○ 施設の設備等の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止します。 

○ 感染症の発生状況について情報を収集します。 

○ 感染症の発生や疑いがある場合には、市に連絡するとともに、二次感染を

防止するための処置を講じます。 

○ 感染症及び食中毒の発生時の対応に関するマニュアルを作成しておきま

す。 

２ 事故及びけがの防止と対応 

実施場所では、次に掲げる事項に留意して、児童の事故及びけがの防止に努め

ます。 

○ 日常の遊び及び生活の中で起きる事故及びけがを防止するために、実施場

所及びその周辺の設備等の安全性について点検し、必要な補修を行います。

○ 事故及びけがの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作

成しておきます。 

○ マニュアルに沿った訓練又は研修を実施します。 

○ 放課後児童支援員等は、児童の年齢や発達の状況を理解して、児童が自ら

の安全を守るための行動について学習し、児童がその行動を習得できるよう

に支援します。 

○ 放課後児童支援員等は、食物アレルギー事故及び窒息事故等を防止するた

め、応急対応について学んでおきます。 

ターは、次に掲げる役割を担います。 

○ 児童に多様な体験活動及び交流の機会を定期的かつ継続的に提供し、児童

の自主性、社会性及び創造性の向上を図ります。 

○ 小学校区の通学区域内における事業の円滑な実施を図るため、運営の責任

者及び放課後児童支援員等、学校関係者、住民自治協議会、地域組織（母親ク

ラブ等）、地域住民、保護者等との総合的な調整を行います。 

○ 児童に多様な体験活動及び交流の機会を提供するに当たり、必要に応じて、

アドバイザー（実施場所等における児童の遊び及び学習、スポーツ、文化活動

等を支援する者として市長が登録した者）に支援を要請します。 

○ 地域社会全体で児童を見守り育む機運を高めるため、地域ボランティアの

掘り起しを行います。 

３ 活動に際しての留意点 

  多様な体験活動、交流等の機会の提供に当たっては、次の事項に留意します。

  ○ 実施場所における活動の内容は、特定のものに偏ることのないよう配慮し

ます。 

  ○ 活動の内容は、できるかぎり児童の要望を反映したものとします。 

  ○ アドバイザー及び地域ボランティアの活用に努めます。 

  ○ 活動の提供は、目安として週１回（年間 35 回程度）以上とします。 

第５章 安全管理 

１ 健康管理 

事業者は、次に掲げる事項に留意して、実施場所を衛生的に管理し、感染症の予

防に努めます。 

  ○ 児童の手洗いやうがいを励行するなど、日常の衛生管理に努めます。 

○ 実施場所に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理

を適正に行い、適正に使用します。 

○ 施設の設備等の衛生管理を徹底します。 

○ 感染症の発生状況について情報を収集します。 

事業者は、感染症の発生や疑いがある場合には、市に連絡するとともに、二次感

染を防止するための処置を講じます。 

事業者は、健康管理並びに感染症の発生時の対応について、マニュアルを作成

しておきます。 

２ 事故及びけがの防止と対応 

事業者は、次に掲げる事項に留意して、児童の事故及びけがの防止に努めます。

○ 日常の遊び及び生活の中で起きる事故及びけがを防止するために、実施場

所及びその周辺の設備等の安全性について点検し、必要な補修を行います。

○ 事故及びけがの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作

成しておきます。 

○ マニュアルに沿った訓練又は研修を実施します。 

○ 放課後児童支援員等は、児童の年齢や発達の状況を理解して、児童が自ら

の安全を守るための行動について学習し、児童がその行動を習得できるよう

に支援します。 

○ 放課後児童支援員等は、食物アレルギー事故及び窒息事故等を防止するた

め、応急対応について学んでおきます。 

事業者は、事故及びけがが発生した場合には、速やかに適切な処置を行います。

●文言を整理します。 

●活動の提供は、実施場所ごとの目安であるこ

とを明確にし、「週１回」を「週１回程度」に

改めます。 

●「健康管理」を「衛生管理」に改めます。 

●衛生管理は実施場所における対応であるこ

とを明確にします。 

●衛生管理を徹底することにより、食中毒の発

生を防止することとします。 

●マニュアルの作成対象を「感染症及び食中毒

の発生時の対応」に改めます。 

●事故及びけがの防止は、実施場所における対

応であることを明確にします。 
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○ 事故及びけがが発生した場合には、速やかに適切な処置を行います。また、

児童の状況等について速やかに保護者に連絡するとともに、市に報告します。

事業者は、必ず損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。また、傷害保険に加入します。 

３ 防災及び防犯対策 

実施場所では、次に掲げる事項に留意し、災害及び外部からの不審者等の侵入

（以下、「災害等」といいます。）に備えて必要な対応を図るよう努めます。 

  ○ 災害等の発生に備えたマニュアルを作成しておきます。 

○ 災害等が発生した場合に迅速かつ適切に対応できるように定期的に訓練を

実施します。 

  ○ 市及び学校等関係者と連携を図り、地域における児童の安全確保及び安全

点検に関する情報の共有に努めます。 

  ○ 災害等が発生した際に保護者及び市、学校等に速やかに連絡できるよう連

絡体制を整備しておきます。 

○ 災害等が発生した場合には、児童の安全確保を最優先に行い、災害等の状

況に応じて適切な対応をします。 

第６章 保護者、学校及び地域との連携協力 

１ 保護者との連携 

運営の責任者及び放課後児童支援員等は、次に掲げる事項に留意して、保護者

と連携を図るよう努めます。 

○ 児童の出欠席についてあらかじめ保護者からの連絡を確認しておきます。

○ 実施場所における遊びや生活の様子を保護者に伝え、家庭と実施場所との

間で情報を共有します。 

○ 保護者への連絡については、保護者の迎えの際の直接連絡、通信、個人面談

等のさまざまな方法を有効に活用します。 

運営の責任者及び放課後児童支援員等は、次に掲げる事項に留意して、保護者

からの相談に対応するよう努めます。 

○ 保護者との信頼関係を築くよう努めるとともに、子育てのこと等について

保護者が相談しやすい雰囲気づくりを心掛けます。 

○ 保護者から相談がある場合には、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼

関係を基本に対応します。 

２ 学校との連携 

運営の責任者及びコーディネーターは、児童の毎日の生活が学校、実施場所、家

庭の間で連続性をもって円滑になるよう、定期的に学校と情報交換を行い、職員

同士の交流等によって学校との連携を図ります。 

また、特に配慮を必要とする児童については、秘密の保持に留意のうえ、学校と

個別に連携を図ります。 

３ 地域との連携 

運営の責任者及びコーディネーターは、児童が地域の中で健やかに育つことが

できるよう、住民自治協議会及び民生委員・児童委員、地域組織（母親クラブ等）、

児童に関わる関係機関等との情報交換、情報共有及び相互交流を行い、連携を図

ります。 

また、児童の状況等について保護者に連絡するとともに、市に報告します。 

事業者は、必ず損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。また、傷害保険に加入します。 

３ 防災及び防犯対策 

事業者は、次に掲げる事項に留意し、災害及び外部からの不審者等の侵入（以

下、「災害等」といいます。）に備えて必要な対応を図るよう努めます。 

  ○ 災害等の発生に備えたマニュアルを作成しておきます。 

○ 災害等が発生した場合に迅速かつ適切に対応できるように定期的に訓練を

実施します。 

  ○ 市及び学校等関係者と連携を図り、地域における児童の安全確保及び安全

点検に関する情報の共有に努めます。 

  ○ 災害等が発生した際に保護者及び市、学校等に速やかに連絡できるよう連

絡体制を整備しておきます。 

事業者は、災害等が発生した場合には、児童の安全確保を最優先に行い、災害等

の状況に応じて適切な対応をします。 

第６章 保護者、学校及び地域との連携協力 

１ 保護者との連携 

運営の責任者及び放課後児童支援員等は、次に掲げる事項に留意して、保護者

と連携を図るよう努めます。 

○ 児童の出欠席についてあらかじめ保護者からの連絡を確認しておきます。

○ 実施場所における遊びや生活の様子を保護者に伝え、家庭と実施場所との

間で情報を共有します。 

○ 保護者への連絡については、保護者の迎えの際の直接連絡、通信、個人面談

等のさまざまな方法を有効に活用します。 

運営の責任者及び放課後児童支援員等は、次に掲げる事項に留意して、保護者

からの相談に対応するよう努めます。 

○ 保護者との信頼関係を築くよう努めるとともに、子育てのこと等について

保護者が相談しやすい雰囲気づくりを心掛けます。 

○ 保護者から相談がある場合には、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼

関係を基本に対応します。 

２ 学校との連携 

運営の責任者及びコーディネーターは、児童の毎日の生活が学校、実施場所、家

庭の間で連続性をもって円滑になるよう、定期的に学校と情報交換を行い、職員

同士の交流等によって学校との連携を図ります。 

３ 地域との連携 

運営の責任者及びコーディネーターは、児童が地域の中で健やかに育つことが

できるよう、住民自治協議会及び民生委員・児童委員、地域組織（母親クラブ等）、

児童に関わる関係機関等との情報交換、情報共有及び相互交流を図るよう努めま

す。 

●事故・けがの発生時には、速やかに保護者に

連絡することとします。 

●防火及び防犯対策は、実施場所における対応

であることを明確にします。 

○特に配慮を要する児童については、秘密の保

持に留意のうえ、学校と個別に連携を図るこ

ととします。 

●地域と連携することを明確にします。 


